
令和8年5月31日

Ⅰ　基本情報
4．特定個人情報ファイルを
取り扱う理由
②実現が期待されるメリット

現行の予防接種の対象者であることの確認
及び受けた予防接種の履歴を管理する台帳
管理に加え、番号制度と結びつけることによ
り、転入転出等における効率的な事務が可
能となる。

・対象者情報の適切な管理により、安心して
接種できる環境の提供
・接種間隔・回数の適正管理により、接種事
故防止に寄与
・転入・転出時の情報連携がスムーズにな
り、住民サービスの質が向上
・勧奨通知の誤送付防止により、住民の混乱
を回避
・副反応対応や救済制度申請が迅速化し、
接種後のサポート体制を強化
・公費負担や請求処理の正確性向上により、
誤請求防止と公平な制度運用
・緊急時の接種対象者抽出が迅速化し、感
染拡大防止に寄与

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

（別添３ー２）変更箇所 ※以前の変更箇所は『（別添３）変更箇所_標準化前』を参照

令和8年5月31日

Ⅰ　基本情報
4．特定個人情報ファイルを
取り扱う理由
①事務実施上の必要性

予防接種の対象者及び接種履歴を正確に
把握し、適正な管理を行うため。

・予防接種の対象者及び接種履歴を正確に
把握し、適正な管理を行うため
・転入者について、転出元市区町村へ接種
記録を照会するため
・転出者について、転出先市区町村へ当市で
の接種記録を提供するため
・適切な接種勧奨を行うため
・副反応や健康被害救済制度への対応を迅
速に行うため
・公費負担や自己負担額の適正処理を行う
ため
・パンデミック等の緊急時に迅速な接種対象
者抽出を行うため

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

令和8年5月31日

Ⅰ　基本情報
2．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用
するシステム
②システムの機能

母子保健システムにおける特定個人ファイ
ルを取り扱う事務機能は、以下の機能から
構成されている。
１．接種結果の登録
　　接種結果の登録及び保管
２．未接種者リストの抽出及び作成
３．集計及び統計機能
　　予防接種の種類別等の集計、国等への
統計報告リストの抽出及び作成

健康管理システム（予防接種）における特定
個人ファイルを取り扱う事務機能は、以下の
機能から構成されている。
１．予診票の発行
２．接種対象者リストの抽出及び作成
３．接種結果の管理
　　接種結果の登録及び保管
４．未接種者リストの抽出及び作成
５．接種証明書発行
６．健康被害救済制度申請・決定情報管理
　　申請・決定情報の登録及び保管
７．集計及び統計機能
　　予防接種の種類別等の集計、国等への
統計報告リストの抽出及び作成

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うシステムの機
能の変更）

令和8年5月31日

Ⅰ　基本情報
1．特定個人情報を取り扱う
事務
②事務の内容

公衆衛生の見地から、市内に居住する者に
対し、期日又は期間を指定して予防接種法
及び新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく予防接種の実施その他必要な措置
を講ずることにより、市民の健康の保持に寄
与するとともに、予防接種による健康被害の
迅速な救済を図る。

　特定個人情報ファイルは、予防接種法、新
型インフルエンザ等対策特別措置法及び行
政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号
法」という。）の規定に従い、次の事務に利用
する。
　【法的根拠】　番号法第9条第1項

①各種予防接種の案内
　定期の予防接種対象者を抽出するために
必要な住民基本台帳情報を入手し、予防接
種の種類、実施医療機関及び期日又は期間
を案内する。
②予防接種履歴の管理
　各医療機関で実施した予防接種の記録を
取得し、データ化したファイルを母子保健シ
ステムに登録し、管理する。
③予防接種による健康被害救済給付
　予防接種による健康被害が発生した場合
の健康被害者からの認定申請（医療費医療
手当、障害児養育年金及び障害年金、死亡
一時金及び遺族年金・遺族一時金、葬祭料）
において被接種者の接種歴及び住基情報、
公金受取口座情報を確認する。

公衆衛生の見地から、市内に居住する者に
対し、期日又は期間を指定して予防接種法
及び新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく予防接種の実施その他必要な措置
を講ずることにより、市民の健康の保持に寄
与するとともに、予防接種による健康被害の
迅速な救済を図る。
　特定個人情報ファイルは、予防接種法、新
型インフルエンザ等対策特別措置法及び行
政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号
法」という。）の規定に従い、以下の事務に利
用する。

1．対象者管理
　①予診票発行
　②接種勧奨
２．接種情報管理
　①接種結果入力
　②未接種勧奨
　③接種証明書発行
　④健康被害救済制度
３．統計・報告
　①報告資料作成

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うシステムの機
能の変更）

令和8年5月31日  （別添1）事務の内容 （項目全体のため略） （項目全体のため略） 事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う事務の内容の
変更）
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う入手元の変
更）に付随し、変更するもの

事前

〈本人又は本人の代理人〉
　・予防接種法等に規定されている各種申請
を受ける都度入手

〈庁内連携システム〉
　・住基情報：
　　①ガバメントクラウド環境構築（令和８年６
月１日）以後に準備行為として一括入手
　　②システム稼働（令和９年１月４日）以後
は住民基本台帳システムの更新情報を日次
更新により入手
　・税情報：
　　①ガバメントクラウド環境構築（令和８年６
月１日）以後に準備行為として一括入手
　　②システム稼働（令和９年１月４日）以後
は税務システムの更新情報を日次／年次更
新により入手
　・生活保護情報：
    ①ガバメントクラウド環境構築（令和８年６
月１日）以後に準備行為として一括入手
　　②システム稼働（令和９年１月４日）以後
は生活保護システムの更新情報を日次更新
により入手
　・身体障害者手帳情報：
　　①ガバメントクラウド環境構築（令和８年６
月１日）以後に準備行為として一括入手
　　②システム稼働（令和９年１月４日）以後
は障害福祉システムの更新情報を日次更新
により入手

〈情報提供ネットワークシステム〉
　・他市町村からの転入者に関する情報が必
要となった都度入手

（１）住民基本台帳情報
　　・入手先：住民基本台帳システム
　　・入手方法：住民基本台帳システムから
のデータ連携（庁内連携により入手）
　　・入手時期・頻度：①個人番号の付番・通
知日（平成２７年１０月５日）以後に準備行為
として一括入手
　　　　　　　　　　　　　②番号利用開始日（平
成２８年１月１日）以後は日次の頻度
（２）予防接種健康被害救済請求申請の都
度、紙で入手。
（３）他市町村からの転入者に対し、他市町
村へ照会する都度、情報提供ネットワークシ
ステムを介して入手。
（４）住民基本台帳登録外の対象者につい
て、本人確認情報の調査が必要となった都
度、住民基本台帳ネットワークシステムを介
して入手。
（５）公金受取口座情報については、申請の
都度、本人による利用希望の意思表示があ
る場合に情報提供ネットワークを介して入
手。

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
3．.特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

令和8年5月31日

予防接種法に基づく市の予防接種事業の対
象となる者

予防接種法等に基づく市の予防接種事業の
対象となる者

事後
より適切な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
3．.特定個人情報の入手・使
用
①入手元

［　〇　］評価実施機関内の他部署（・市民局総
務部戸籍住民課）
［　〇　］行政機関・独立行政法人等（内閣総理
大臣）
［　〇　］その他（地方公共団体情報システム機
構）

［　〇　］評価実施機関内の他部署（市民局総
務部戸籍住民課、財政局税務部税制課、福
祉局生活福祉部保護課、福祉局障がい在宅
福祉課）
［　　］行政機関・独立行政法人等（
）

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う入手元の変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
2．.基本情報
④記録される項目
その他妥当性

①個人番号、その他識別情報：対象者を正
確に特定するために保有
②4情報、連絡先、その他住民票関係情報：
正確な本人特定のため、接種票等に記入さ
れた情報と突合するために保有、また、予防
接種の勧奨に使用するため保有
③健康・医療関係情報：予防接種履歴管理
および勧奨を適正に行うために保有
④公金受取口座情報：予防接種における給
付のため、対象者の公金受取口座情報を手
作業用ファイルとして保有する。（ただし、本
人による利用希望の意思表示のあるものに
限る。）

・個人番号、その他識別情報：個人を正確に
特定し、適正な情報連携を確保するため。
・5情報、連絡先、その他住民票関係情報：正
確な本人特定のため接種票等に記入された
情報と突合するために保有、また予防接種
の勧奨に使用するため保有
・地方税関係情報、生活保護・社会福祉関係
情報：公費負担や自己負担額の確認のため
・障害者福祉関係情報：接種対象者の要件
確認のため

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う記録項目の妥
当性の変更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
2．.基本情報
④記録される項目
主な記録項目

［　　］連絡先（電話番号）
［　　］地方税関係情報
［　　］障害者福祉関係情報
［　　］生活保護・社会福祉関係情報
［　〇　］その他（公金受け取り口座情報）

［　〇　］連絡先（電話番号）
［　〇　］地方税関係情報
［　〇　］障害者福祉関係情報
［　〇　］生活保護・社会福祉関係情報
［　　］その他（公金受け取り口座情報）

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う記録項目の変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
2．.基本情報
③対象となる本人の範囲
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
3．.特定個人情報の入手・使
用
⑥使用目的

予防接種の実施にあたり、本人の資格確認
（住所、年齢等）をし、接種記録の保管・管理
を行い、未接種者に対する接種勧奨を実施
する。
また予防接種健康被害救済給付認定につい
ては、本人の資格（住所、年齢等）及び給付
対象となる接種歴、給付先となる公金受取
口座情報（本人による利用希望の意思表示
があるものに限る）を確認する。

接種対象者管理、接種情報管理（予防接種
対象者要件および自己負担金免除要件確認
を含む）等

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う使用目的の変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
3．.特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

住民基本台帳システムから住民基本情報を
入手の場合、番号法及び予防接種法施行規
則により明示されている。
本人及び代理人から入手する情報は、書面
にて利用目的を明示する。
住民基本台帳ネットワークシステムによる入
手の場合、番号法により、地方公共団体情
報システム機構に対し機構保存本人確認情
報の提供を求めることができる旨明示されて
いる。

・本人及び本人の代理人から入手する情報
は、使用目的を本人に明示し，同意を得た上
で入手する。
・庁内連携システム等による入手について
は、番号法第９条第２項に基づく条例におい
て明示されている。
・情報提供ネットワークシステムによる入手に
ついては、番号法第19条第８号に基づく主務
省令第２条の表第25、27、28、29、153の項に
おいて明示されている。

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
3．.特定個人情報の入手・使
用
④入手にかかる妥当性

住民基本台帳システムから入手する住民基
本情報については、本人等からの申請を受
けた都度入手する必要があり、法令等に基
づく予防接種対象者であることの確認。
予防接種健康被害救済請求は本人等から
の申請によるものである。
住民基本台帳登録外の対象者本人確認情
報の調査に必要な範囲内で、住民基本台帳
ネットワークシステムにより情報収集を適宜
行う必要がある。

・本人及び本人の代理人から予防接種法等
の規定による各種申請を受け、正確に記録
し予防接種事業に係る事務を適切に行う必
要がある。
・予防接種対象者要件および自己負担金免
除要件の確認に必要な範囲内で、評価実施
機関内の他部署から庁内連携システム等に
より情報の収集を適宜行う必要がある。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う入手元の変
更）に付随し、変更するもの

①対象者の資格（住所、年齢）確認
　医療機関からの接種記録について、住民
基本台帳システムをもとに対象者であること
を確認する。
　住民基本台帳登録外の対象者について、
住民基本台帳ネットワークシステムを用い
て、個人番号を取得する。
②接種記録の保管・管理
　母子保健システムに医療機関からの情報
を登録し、保管・管理を行う。
③健康被害救済給付認定申請時の資格確
認（住基情報及び接種歴）
④予防接種における給付先の確認（公金受
取口座情報）

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
3．.特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法

１．対象者管理に係る事務
a．接種対象者の資格（住所、年齢等）を確認
し、必要に応じて予診票発行を行う。
b．住民基本台帳に登録されていない接種対
象者については、本人から書面で提出された
個人番号の記載内容を確認するとともに、提
出書類の真正性および本人確認書類を確認
した上で、システムへ登録する。
c．接種対象者に対し、郵送等にて予防接種
の種類、実施医療機関及び期日又は期間を
案内する。
２．接種情報管理に係る事務
a．医療機関から報告された接種記録につい
て、身体障害者手帳情報により対象者要件
を確認し、把握・管理を行う。
b．医療機関から報告された接種記録につい
て、税情報より課税状況を把握、生活保護受
給情報より受給状況を確認し負担区分につ
いて把握・管理を行う。
c．医療機関から報告された接種記録につい
て、接種結果を登録し、接種記録の把握・管
理を行う。
d．未接種者に対し、郵送等にて予防接種の
種類、実施医療機関及び期日又は期間を案
内する。
e．対象者の接種履記録等について、接種者
からの申請があった場合には証明書を発行
する。
f．健康被害救済制度に係る申請情報の確認
を行い、申請内容および決定情報を登録・管
理する。

令和8年5月31日 事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う使用方法の変
更）
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
3．.特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法
権利利益に影響を与え得る
決定　※

―

予防接種健康被害発生時の救済措置の認
定（国）
予防接種健康被害発生時の給付の決定
（市）

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う使用方法の変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
4．.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
再委託
⑨再委託事項

運用保守業務について、レベルアップ又は修
正プログラムの提供、現地運用保守業務の
サポート及びＱ＆Ａ、定期点検等の一部業務
を委託

設計、開発、検証、現地適用、ユーザーサ
ポート及びQA対応等の一部

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う再委託事項の
変更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
4．.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
再委託
⑧再委託の許諾方法

一部再委託承認申請において、その範囲、
要件について明記させ、再委託の理由に妥
当性があり、再委託の範囲が業務の全部又
は主たる部分に当たらないこと及び守秘義
務や個人情報保護に係る措置について審査
のうえ、承諾している。

委託先から、再委託内容・期間・再委託先等
を記載した申請書を提出させ、再委託先に個
人情報及び情報資産の保護の義務を負わ
せることを条件にシステム刷新課にて承認
（稼働後は情報システム課にて承認）を行う。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う委託先名の変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
4．.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
⑥委託先名

富士通Japan株式会社　西日本公共ビジネ
ス統括部（福岡）

日本コンピューター株式会社 事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う委託先名の変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
3．.特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法
情報の突合　※

・本人等からの申請及び医療機関からの住
所・氏名等の情報について、住民基本台帳
システムと突合し、対象者の資格を確認する
こと及び接種記録を保管・管理する。

＜１-a、１-c、２-d＞
　住民関係情報と予防接種情報を突合して、
予診票の発行や各種勧奨通知を送付する。
＜２-a＞
　データ化された接種記録について、住民関
係情報と突合のうえ登録・管理を行う。
＜２-b＞
　２-aの予防接種情報について、住民関係情
報（世帯状況）及び税関係情報（課税状況）、
生活保護情報（受給状況）と予防接種情報を
突合して、負担区分について確認する。
＜２-c＞
　２-aの予防接種情報について、障害者福祉
関係情報（身体障害者手帳情報）と予防接種
情報を突合して、対象者要件について確認
する。
＜2-e＞
　住民関係情報と予防接種情報を突合して、
証明書を発行する。
＜2-f＞
　住民関係情報と予防接種情報を突合して、
申請内容および決定情報の登録・管理を行
う。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う使用方法の変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
4．.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
④委託先への特定個人情
報ファイルの提供方法

［　　］専用線 ［　〇　］専用線 事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う提供方法）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
4．.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
①委託内容

システムの運用管理、障害対応など システムの構築・運用管理、障害対応など 事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う委託内容変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
4．.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項1

母子保健システム運用保守業務 健康管理システム構築・運用・保守業務委託 事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う委託事項変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
4．.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

福岡市に住民登録しているシステムの対象
となる者

予防接種法又は特措法に基づく予防接種の
対象者

事前
重要な変更（対象となる範囲
の変更）

52 / 138



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転提供・移転の有無

予防接種法による予防接種の実施に関する
事務であって主務省令で定めるもの

予防接種法又は新型インフルエンザ等対策
特別措置法による予防接種の実施に関する
情報であって番号法第19条第８号に基づく主
務省令第27、28条で定めるもの

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転
提供先2
②提供先における用途

健康被害救済給付認定申請書類の受付及
び厚生労働省への進達

予防接種法又は新型インフルエンザ等対策
特別措置法による予防接種の実施に関する
情報であって番号法第19条第８号に基づく主
務省令第155、156条で定めるもの

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転
提供先2
①法令上の根拠

番号法　別表　14、予防接種法第15条
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２
条の表153、154の項

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先2
⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

健康被害救済給付認定申請者
定期予防接種、臨時接種又は特定接種の接
種履歴がある他市町村への転出者

事後
記載内容についての修正で
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転
提供先2
③提供する情報

健康被害救済給付認定申請書類
定期予防接種、臨時接種又は特定接種に関
する記録に関する情報

事後
記載内容についての修正で
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転
提供先1
③提供する情報

予防接種履歴
定期予防接種、臨時接種又は特定接種に関
する記録に関する情報

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転
提供先1
②提供先における用途

［　〇　］提供を行っている　　（　　　　3）件 ［　〇　］提供を行っている　　（　　　　2）件 事後
適切な記載方法の見直しで
あり、重要な変更には当たら
ない。

事後
適切な記載方法の見直しで
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転
提供先1
⑦時期・頻度

他市町村へ転出し、他市町村から照会を受
ける都度

情報提供ネットワークシステムを通じて特定
個人情報の提供依頼のあった都度

事後
適切な記載方法の見直しで
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転
提供先1
⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

＜定期予防接種事務＞
定期予防接種の接種履歴がある他市町村
への転出者

＜新型コロナウイルス感染症対策に係る予
防接種事務＞
　「２．基本情報　③対象者となる本人の範
囲」と同じ

定期予防接種、臨時接種又は特定接種の接
種履歴がある他市町村への転出者

事後
適切な記載方法の見直しで
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転
提供先2

福岡県知事 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年5月31日

Ⅱファイルの概要
6.特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

＜母子保健システムにおける措置＞
①定期予防接種は、ワクチンに応じ、接種回
数及び接種間隔が定まっており、かつ接種
対象年齢が幅広いため、市民からの接種歴
確認の問い合わせに対応する必要があるこ
とから、接種歴は消去しない。

＜健康管理システムにおける措置＞
①定期予防接種は、ワクチンに応じ、接種回
数及び接種間隔が定まっており、かつ接種
対象年齢が幅広いため、市民からの接種記
録の問い合わせに対応する必要があること
から、接種記録情報は消去しない。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う特定個人情報
の消去方法の変更）

令和8年5月31日

Ⅱファイルの概要
6.特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

（※新規追加）

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理す
る環境に設置し、設置場所のセキュリティ対
策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウ
ド事業者はISMAPのリストに登録されたクラ
ウドサービス事業者であり、セキュリティ管理
策が適切に実施されているほか、次を満た
すものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受
けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としている
こと。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理
するデータセンター内のデータベースに保存
され、バックアップも日本国内に設置された
複数のデータセンターのうち本番環境とは別
のデータセンター内に保存される。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う特定個人情報
の保管場所の変更）

令和8年5月31日

Ⅱファイルの概要
6.特定個人情報の保管・消
去
②保管期間

定期予防接種は、ワクチンに応じ、接種回数
及び接種間隔が定まっており、かつ接種対
象年齢が幅広いため、市民からの接種歴確
認の問い合わせに対応する必要があるた
め。

定期予防接種は、ワクチンに応じ、接種回数
及び接種間隔が定まっており、かつ接種対
象年齢が幅広いため、市民からの接種記録
確認の問い合わせに対応する必要があるた
め。

事後
記載内容についての修正で
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅱファイルの概要
6.特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

＜住民基本台帳ネットワークシステムにおけ
る措置＞
①住民基本台帳ネットワークシステム端末で
データ保管はできない。
②住民基本台帳ネットワークシステムの利用
は、福岡市の住民基本台帳登録外の者に係
る本人確認情報を入手する目的に限定して
いる。

（※システム接続なしのため削除） 事後
記載内容についての修正で
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅱファイルの概要
6.特定個人情報の保管・消
去
1保管場所

＜母子保健システムにおける措置＞
①母子保健システムのサーバ等は、データ
センターに設置しており、設置場所への入室
はセキュリティゲートや生体認証装置、監視
カメラなどによる厳重なセキュリティ管理を
行っている。
②特定個人情報は、当該サーバのデータ
ベース内に保存されている。
③サーバへのアクセスは、ユーザアカウント
およびパスワードによる認証が必要である。

＜健康管理システムにおける措置＞
①健康管理システムのサーバ等は、ガバメ
ントクラウドのクラウド事業者が保管・管理す
る環境に設置している。
また、リモート接続が可能な委託先事業者の
セキュリティルームは、外部開口部を有しな
い構造となっており、入室に際しては生体二
段階認証（静脈認証・カード認証）、監視カメ
ラによる常時記録、電子機器の持込み禁止
等の措置を講じるなど、厳重なセキュリティ管
理を行っている。
②特定個人情報は、当該サーバのデータ
ベース内に保存されている。
③サーバへのアクセスは、ユーザアカウント
およびパスワードによる認証が必要である。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴保管場所の変
更）

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転）
提供先3

（項目全体削除のため略） （項目全体削除のため略） 事後
記載内容についての修正で
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
5．.特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先2
⑦時期・頻度

市民より健康被害救済給付認定申請を受け
付け、福岡県知事へ進達の都度

情報提供ネットワークシステムを通じて特定
個人情報の提供依頼のあった都度

事後
記載内容についての修正で
あり、重要な変更には当たら
ない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
2.特定個人情報の入手
リスク1：目的外の入手が行
われるリスク
その他の措置の内容

（※新規追加）
・届出や申請の窓口において、担当者が適
切な記載の案内をしている。

事後
記載方法の見直しであり、
重要な変更には当たらな
い。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
2.特定個人情報の入手
リスク1：目的外の入手が行
われるリスク
必要な情報以外を入手する
ことを防止するための措置
の内容

①対象者が多数表示される一覧系の画面お
よび帳票には個人番号は表示しない仕組み
とし、不用意な閲覧が行われないようにす
る。
②システムのアクセス制限により操作対象者
及び権限を制限し、不必要な情報へのアク
セス制限により不正なアクセスを防止する。
③住民基本台帳システムより情報を入手す
る場合は、情報資産利用申請により利用す
る情報資産の内容、目的、用途等について、
情報資産所管課の承認を得る必要がある。
また、情報システム課に報告することになっ
ており、必要な情報以外の情報の入手はで
きない。
④他市町村等から情報を入手する際は、必
要以外の情報を入手しないよう、事務マニュ
アル等を整備し、処理を統一化する。
⑤住民基本台帳ネットワークシステムの利用
は、福岡市の住民基本台帳登録外の者に係
る本人確認情報を入手する目的に限定して
いる。

・必要のない書類が提出された場合は返却
する。
・対象者が多数表示される一覧画面および
帳票には個人番号は表示しない仕組みとし、
不用意な閲覧が行われないようにする。
・システムのアクセス制限により操作対象者
及び権限を制限し、不必要な情報へのアクセ
ス制限により不正なアクセスを防止する。
・庁内連携により情報を入手する場合は、情
報資産利用申請により利用する情報資産の
内容、目的、用途等について、情報資産所管
課の承認を得ており、必要な情報以外の情
報の入手はできない。
・他市町村等から情報を入手する際は、必要
以外の情報を入手しないよう、事務マニュア
ル等を整備し、処理を統一化する。
・住民記録システムの利用は、福岡市の住
民基本台帳登録外の者に係る本人確認情報
を入手する目的に限定している。

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
2.特定個人情報の入手
リスク1：目的外の入手が行
われるリスク
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

①母子保健システムは住基情報のみを取り
込んでおり、実施医療機関から提出された接
種票及び予診票をシステムへ取込む際に、
それらに記載された健管番号、氏名、住所、
生年月日等と住基情報のみとのマッチング
を行い、適切な情報のみをシステムへ取込
む。
②予防接種健康被害救済給付申請におい
て、申請内容や本人確認書類（身分証明書
等）の確認を厳格に行い、対象者以外の情
報の入手の防止に努める。
③他市町村等から情報を入手する際は、対
象者以外の情報を入手しないよう、事務マ
ニュアル等を整備し、処理を統一化する。
④住民基本台帳ネットワークシステムから情
報を入手する際は、氏名、性別、住所、生年
月日の組合せにより本人確認情報の検索を
行い、対象者以外の情報の入手を防止す
る。

・健康管理システムは住基情報と連携し、実
施医療機関から提出された接種票または予
診票をデータ化した情報をシステムへ取込む
際に、それに含まれる宛名番号、氏名、生年
月日等と住基情報とのマッチングを行い、対
象者のみをシステムへ取込む。
・届け出や申請の窓口において、申請・届出
内容や本人確認書類（身分証明書等）の確
認を厳格に行い、対象者以外の情報の入手
の防止に努める。
・他市町村等から情報を入手する際は、対象
者以外の情報を入手しないよう、事務マニュ
アル等を整備し、処理を統一化する。
・マニュアルやWEB上で、対象者の要件を明
示、周知し、対象者以外の情報の入手を防
止する。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う特定個人情報
ファイル記録項目の変更）

令和8年5月31日
（別添2）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（※項目全体変更のため略） （※項目全体変更のため略） 事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う特定個人情報
ファイル記録項目の変更）

令和8年5月31日

Ⅱファイルの概要
6.特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

（※新規追加）

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施される。地方公共団体の
業務データは国及びガバメントクラウドのクラ
ウド事業者にはアクセスが制御されているた
め特定個人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装
置等を障害やメンテナンス等により交換する
際にデータの復元がなされないよう、クラウド
事業者において、NIST 800-88、
ISO/IEC27001等にしたがって確実にデータ
を消去する。
③既存システムについては、地方公共団体
が委託した開発事業者が既存の環境からガ
バメントクラウドへ移行することになるが、移
行に際しては、データ抽出及びクラウド環境
へのデータ投入、並びに利用しなくなった環
境の破棄等を実施する。

事前
事後で足りるものの任意で
事前提出
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

本人及び代理人からの申請について、個人
番号カード等の提示を受け、真正性確認を
行う。
また、住民基本台帳ネットワークシステムに
より特定個人情報を入手する際、氏名、性
別、住所、生年月日の組合せにより本人確
認情報の検索を行い、対象者以外の情報の
入手を防止する。

・本人及び代理人からの申請について、個人
番号カード等の提示を受け、真正性確認を
行う。

事後
記載内容についての修正で
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
2.特定個人情報の入手
リスク3：入手した特定個人
情報が不正確であるリスク
個人番号の真正性確認の
措置の内容

本人及び代理人からの申請について、個人
番号カード等の提示を受け、真正性確認を
行う。
また、住民基本台帳ネットワークシステムに
より特定個人情報を入手する際、氏名、性
別、住所、生年月日の組合せにより本人確
認情報の検索を行い、対象者以外の情報の
入手を防止する。

・本人及び代理人からの申請について、個人
番号カード等の提示を受け、真正性確認を
行う。

事後
記載内容についての修正で
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
2.特定個人情報の入手
リスク3：入手した特定個人
情報が不正確であるリスク
特定個人情報の正確性確
保の措置の内容

①書面で提出された特定個人情報をシステ
ムへ入力（新規入力、削除及び訂正）する際
は、整合性確保のため、入力作業者以外の
者による二重チェックを実施する。
②入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等
は、厳重に保管する。
③住民基本台帳ネットワークシステムにより
入手した特定個人情報を母子保健システム
へ入力する際は、整合性確保のために、入
力を行った者以外の担当者による二重チェッ
クを実施する。

・書面で提出された特定個人情報をシステム
へ入力（新規入力、削除及び訂正）する際
は、整合性確保のため、入力作業者以外の
者による二重チェックを実施する。
・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等
は、厳重に保管する。

事後
記載内容についての修正で
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
2.特定個人情報の入手
リスク4：入手した特定個人
情報が不正確であるリスク
リスクに対する措置の内容

①既存の母子保健システムは外部接続でき
ない仕組みである。
②提出された健康被害給付救済認定申請書
については、鍵付きの保管庫へ保管してい
る。
③住民基本台帳ネットワークシステム端末で
は、ＵＳＢメモリの使用及び照会結果確認票
の印刷を制限している。また、システムは専
用回線を利用して構築されており、ネット
ワーク上を流れるすべての通信データの暗
号化が実施されている。

・健康管理システムはガバメントクラウド上の
閉域ネットワーク内に構築されており、外部
ネットワークとの直接接続を排除している。
・特定個人情報を記載した紙媒体は、定めら
れた保管場所で施錠管理する。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
2.特定個人情報の入手
リスク3：入手した特定個人
情報が不正確であるリスク
個人番号の真正性確認の
措置の内容

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
2.特定個人情報の入手
リスク3：入手した特定個人
情報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措
置の内容

①本人及び代理人からの申請において、個
人番号カード等本人確認書類による本人確
認を行う。
②住民基本台帳システムからの入手につい
て、母子保健システムは外部接続できない
仕組みとなっている。
③住民基本台帳登録外の者の特定個人情
報を入手する際は、住民基本台帳ネットワー
クシステムを用いて、氏名、性別、住所、生
年月日の組合せにより検索を行い、完全一
致した場合のみ本人確認情報を取得する。

・本人及び代理人からの申請において、個人
番号カード等本人確認書類による本人確認
を行う。
・住民基本台帳システムからの入手につい
て、健康管理システムは直接外部接続でき
ない仕組みとなっている。

事後
記載方法の見直しであり、
重要な変更には当たらな
い。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
2.特定個人情報の入手
リスク2：不適切な方法で入
手が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

①書面にて本人あるいは代理人による届出
のみを受領することとし、受領の際は必ず本
人あるいは代理人の本人確認及び委任状の
確認を徹底する。
②住民基本台帳システムより情報を入手す
る場合は、情報資産利用申請により利用す
る情報資産の内容、目的、用途等について、
情報資産所管課の承認を得る必要がある。
また、情報システム課に報告することになっ
ている。
③システムのアクセス制限により操作対象者
及び権限を制限し、不必要な情報へのアク
セスを制限により不正なアクセスを防止す
る。
④住民基本台帳ネットワークシステムより入
手する場合は、入手元である地方公共団体
情報システム機構が使用目的を認識できる
ために、検索を行う際に、本人確認情報の提
供に係る根拠（住民基本台帳法第30条の10
第1項及び同法第30条の12第1項）に対応し
た「事務区分」を指定している。

・書面にて本人あるいは代理人による届出の
みを受領することとし、受領の際は必ず本人
あるいは代理人の本人確認及び委任状の確
認を徹底する。
・システムのアクセス制限により操作対象者
及び権限を制限し、不必要な情報へのアクセ
ス制限により不正なアクセスを防止する。
・庁内連携により情報を入手する場合は、情
報資産利用申請により利用する情報資産の
内容、目的、用途等について、情報資産所管
課の承認を得る必要がある。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置内容の変更）
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
5.特定個人情報の提供・移
転
リスク3．誤った情報を提供・
移転してしまうリスク、誤った
相手に提供・移転してしまう
リスク
リスクに対する措置の内容

「情報セキュリティ共通実施手順」に従い以
下のとおり実施している。
福岡県知事へ進達する健康被害救済給付
申請書類は、複数人で宛先、内容を十分に
確認し提出している。

・データ連携については、データ要件・連携要
件標準仕様書に基づくサーバ間通信を基本
としており、誤った情報や相手への連携は発
生しない。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
5.特定個人情報の提供・移
転
リスク2．不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

「情報セキュリティ共通実施手順」に従い以
下のとおり実施している。
福岡県知事へ進達する健康被害救済給付
申請書類は、複数人で宛先、内容を十分に
確認し提出している。

・本市の機関以外への特定個人情報の提供
については、番号法関係法令で定められた
提出先に定められた事項についてのみ実施
している。
・特定個人情報の提供・移転については、定
例的な処理作業スケジュールで管理してい
る。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
5.特定個人情報の提供・移
転
特定個人情報の提供・移転
に関するルール
ルールの内容及びルール遵
守の確認方法

特定個人情報の提供については、番号法関
係法令で定められた提供先・事項について
のみ行う。
「福岡市個人情報保護事務取扱要綱」や「情
報セキュリティ共通実施手順」にて、本市の
機関以外に個人情報及び情報資産を提供
する場合それぞれで、それらの取扱いにか
かる利用・承認、あるいは合意の手続を定め
ている。
ルールの遵守状況については、定期的な自
己点検にて確認することとしている。

特定個人情報の提供・移転については、番
号法関係法令で定められた提供先・移転先・
事項についてのみ行う。
「福岡市個人情報保護事務取扱要綱」や「情
報セキュリティ共通実施手順」にて、本市の
他担当部署に個人情報及び情報資産を移転
する場合、あるいは、本市の機関以外に個
人情報及び情報資産を提供する場合それぞ
れで、それらの取扱いにかかる利用・承認、
あるいは合意の手続を定めている。
ルールの遵守状況については、定期的な自
己点検にて確認することとしている。

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
3.特定個人情報の使用
リスク2：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職
員等）によって不正に使用さ
れるリスク
ユーザー認証の管理
具体的な管理方法

①システムを利用する必要がある職員を特
定し、ユーザＩＤ・パスワードによる識別及び
ＵＳＢトークンを利用した、二要素による認証
機能を設けている。また、認証後は利用機能
の認可機能により、そのユーザがシステム
上で利用可能な機能を制限することで不正
利用が行えない対策を実施している。
②認証に使用するパスワードは、定期的に
変更する運用を行っている。

・システムを利用する必要がある職員を特定
し、ユーザＩＤ・パスワードによる識別認証機
能を設けている。また、認証後は利用機能の
認可機能により、そのユーザがシステム上で
利用可能な機能を制限することで不正利用
が行えない対策を実施している。
・認証に使用するパスワードは、定期的に変
更する運用を行っている。

事後
適切な記載方法の見直しで
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
4.特定個人情報ファイルの
取り扱いの委託
特定個人情報ファイルの取
り扱いの委託におけるその
他のリスク及びそのリスクに
対する措置

（※新規追加）
・資料やデータの市の承諾なしの持ち出しの
禁止
・委託業務に係る作業従事者名簿の提出

事後
記載内容についての追加で
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
3.特定個人情報の使用
リスク3：従業者が事務外で
使用するリスク
リスクに対する措置の内容

①システムに登録された事務分担に応じて
システム利用が制限されており、不必要な情
報にはアクセスできない措置を講じている。
②職員に対しては、情報セキュリティ研修を
行っている。
③委託先に対しては、業務外で使用しないこ
とや、違反行為を行うと福岡市個人情報保
護条例に規定する罰則が適用される場合が
あることを契約書等に定めている。

・ユーザーIDごとに登録された事務分担に応
じてシステム利用が制限されており、不必要
な情報にはアクセスできない措置を講じてい
る。
・職員に対しては、情報セキュリティ研修を
行っている。
・委託先に対しては、業務外で使用しないこ
とや、違反行為を行うと福岡市個人情報保護
条例に規定する罰則が適用される場合があ
ることを契約書等に定めている。

事後
適切な記載方法の見直しで
あり、重要な変更には当たら
ない。

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
3.特定個人情報の使用
リスク2：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職
員等）によって不正に使用さ
れるリスク
アクセス権限の発効・失効
の管理
具体的な管理方法

①業務に対応したアクセス権限を確認し、業
務に必要なアクセス権限のみを申請しなけ
ればならないものとしている。
②権限を有していた職員の異動退職情報を
確認し、業務上アクセスが不要となったＩＤや
アクセス権限を変更・削除を行っている。

① 発効の管理
・ アクセス権限が必要となった場合、ユーザ
ID管理者が事務に必要となる情報にアクセス
できるユーザID を発効する。
・ ユーザ ID 管理者が各事務に必要となるア
クセス権限の管理表を作成する。
・ アクセス権限の付与を必要最低限とする。
② 失効の管理
・定期的又は異動/退職等のイベントが発生
したタイミングで、権限を有していた職員の異
動/退職等情報を確認し、当該事由が生じた
際には速やかにアクセス権限を更新し、当該
ユーザ ID を失効させる。

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
6.情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク3．入手した特定個人
情報が不正確であるリスク
リスクに対する措置の内容

＜母子保健システムにおける措置＞
①母子保健システムは、統合宛名システム
を通して情報提供ネットワークと接続してお
り、情報提供ネットワークとは直接接続しな
いこととしている。

＜健康管理システムにおける措置＞
①健康管理システムはガバメントクラウド上
の閉域ネットワーク内に構築されており、外
部ネットワークとの直接接続を排除している。
また、情報提供ネットワークとの接続は統合
宛名システムを経由し、当該ネットワークへ
の直接接続も行わないこととしている。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
7.特定個人情報の保管・消
去
リスク1
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

（※新規追加）

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報シ
ステムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに
登録されたクラウドサービスから調達するこ
ととしており、システムのサーバー等は、クラ
ウド事業者が保有・管理する環境に構築し、
その環境には認可された者だけがアクセス
できるよう適切な入退室管理策を行ってい
る。
②事前に許可されていない装置等に関して
は、外部に持出できないこととしている。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う特定個人情報
ファイルの取扱いプロセスに
おけるリスク対策の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
7.特定個人情報の保管・消
去
リスク1
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

＜本市における措置＞
①サーバー等は、データセンターに設置して
おり、設置場所への入室はセキュリティゲー
トや生体認証装置、監視カメラなどによる厳
重なセキュリティ管理を行っている。

＜本市における措置＞
①サーバー等は、ガバメントクラウドのクラウ
ド事業者が保管・管理する環境に設置してい
る。またリモート接続が可能な委託先事業者
のセキュリティルームは外部開口部を有しな
い構造となっており、入室に際しては、生体
二段階認証（静脈認証・カード認証）、監視カ
メラによる常時記録、電子機器の持込み禁
止等の措置を講じ、入室管理および室内管
理を含む物理的セキュリティについて、厳重
な管理を行っている。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
6.情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク7．誤った情報を提供し
てしまうリスク、誤った相手
に提供してしまうリスク
リスクに対する措置の内容

＜母子保健システムにおける措置＞
①母子保健システムは、統合宛名システム
を通して情報提供ネットワークと接続してお
り、情報提供ネットワークとは直接接続しな
いこととしている。

＜健康管理システムにおける措置＞
①健康管理システムはガバメントクラウド上
の閉域ネットワーク内に構築されており、外
部ネットワークとの直接接続を排除している。
また、情報提供ネットワークとの接続は統合
宛名システムを経由し、当該ネットワークへ
の直接接続も行わないこととしている。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
6.情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク6．不適切な方法で提
供されるリスク
リスクに対する措置の内容

＜母子保健システムにおける措置＞
①母子保健システムは、統合宛名システム
を通して情報提供ネットワークと接続してお
り、情報提供ネットワークとは直接接続しな
いこととしている。

＜健康管理システムにおける措置＞
①健康管理システムはガバメントクラウド上
の閉域ネットワーク内に構築されており、外
部ネットワークとの直接接続を排除している。
また、情報提供ネットワークとの接続は統合
宛名システムを経由し、当該ネットワークへ
の直接接続も行わないこととしている。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
6.情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク5．不正な提供が行わ
れるリスク
リスクに対する措置の内容

＜母子保健システムにおける措置＞
①母子保健システムは、統合宛名システム
を通して情報提供ネットワークと接続してお
り、情報提供ネットワークとは直接接続しな
いこととしている。

＜健康管理システムにおける措置＞
①健康管理システムはガバメントクラウド上
の閉域ネットワーク内に構築されており、外
部ネットワークとの直接接続を排除している。
また、情報提供ネットワークとの接続は統合
宛名システムを経由し、当該ネットワークへ
の直接接続も行わないこととしている。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
6.情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク4．入手の際に特定個
人情報が漏えい・紛失するリ
スク
リスクに対する措置の内容

＜母子保健システムにおける措置＞
①母子保健システムは、統合宛名システム
を通して情報提供ネットワークと接続してお
り、情報提供ネットワークとは直接接続しな
いこととしている。

＜健康管理システムにおける措置＞
①健康管理システムはガバメントクラウド上
の閉域ネットワーク内に構築されており、外
部ネットワークとの直接接続を排除している。
また、情報提供ネットワークとの接続は統合
宛名システムを経由し、当該ネットワークへ
の直接接続も行わないこととしている。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
6.情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク2．安全が保たれない
方法によって入手が行われ
るリスク
リスクに対する措置の内容

＜母子保健システムにおける措置＞
①母子保健システムは、統合宛名システム
を通して情報提供ネットワークと接続してお
り、情報提供ネットワークとは直接接続しな
いこととしている。

＜健康管理システムにおける措置＞
①健康管理システムはガバメントクラウド上
の閉域ネットワーク内に構築されており、外
部ネットワークとの直接接続を排除している。
また、情報提供ネットワークとの接続は統合
宛名システムを経由し、当該ネットワークへ
の直接接続も行わないこととしている。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
6.情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク1．目的外の入手が行
われるリスク
リスクに対する措置の内容

＜母子保健システムにおける措置＞
①母子保健システムは、統合宛名システム
を通して情報提供ネットワークと接続してお
り、情報提供ネットワークとは直接接続しな
いこととしている。

＜健康管理システムにおける措置＞
①健康管理システムはガバメントクラウド上
の閉域ネットワーク内に構築されており、外
部ネットワークとの直接接続を排除している。
また、情報提供ネットワークとの接続は統合
宛名システムを経由し、当該ネットワークへ
の直接接続も行わないこととしている。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年5月31日

令和8年5月31日

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
7.特定個人情報の保管・消
去
リスク2
消去手順
手順の内容

①住民登録内の者については住民基本台
帳への記載、変更時にシステム間で自動的
に連携する。
②住民登録外の者については、随時本人確
認を行い変更があればその都度データを更
新する。

・住民基本台帳に記録されている者について
は住民基本台帳への記載、変更時にシステ
ム間で自動的に連携する。
・住民基本台帳に登録されていない者につい
ては、随時本人確認を行い変更があればそ
の都度データを更新する。

事後
より詳細な記載方法の見直
しであり、重要な変更には当
たらない。

令和8年5月31日

Ⅳ　リスク対策（その他）
1.監査
②監査
具体的な内容

（※新規追加）

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報シス
テムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに
登録されたクラウドサービスから調達するこ
ととしており、ISMAPにおいて、クラウドサービ
ス事業者は定期的にISMAP監査機関リスト
に登録された監査機関による監査を行うこと
としている。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うその他のリス
ク対策の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
7.特定個人情報の保管・消
去
リスク3
消去手順
手順の内容

（※新規追加）

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業
者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等
に準拠したプロセスにしたがって確実にデー
タを消去する。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う特定個人情報
ファイルの取扱いプロセスに
おけるリスク対策の変更）

令和8年5月31日

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
7.特定個人情報の保管・消
去
リスク1
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

＜母子保健システムにおける措置＞
①サーバのネットワークは市の外部とは接
続しておらず、隔離された環境である。サー
バへのアクセスは限定された者のみ可能で
あり、アクセスログを保存している。

＜健康管理システムにおける措置＞
①サーバのネットワークは市の外部とは接続
しておらず、隔離された環境である。
②サーバへのアクセスは限定された者のみ
可能であり、アクセスログを保存している。

事前
重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うリスクに対する
措置の内容の変更）

Ⅲ　リスク対策（プロセス）
7.特定個人情報の保管・消
去
リスク1
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

（※新規追加）

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータ
にアクセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共
団体情報システムのガバメントクラウドの利
用に関する基準【第1.0版】」（令和４年１０月
デジタル庁。以下「利用基準」という。）に規定
する「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメント
クラウド運用管理補助者（利用基準に規定す
る「ガバメントクラウド運用管理補助者」をい
う。以下同じ。）は、ガバメントクラウドが提供
するマネージドサービスにより、ネットワーク
アクティビティ、データアクセスパターン、アカ
ウント動作等について継続的にモニタリング
を行うとともに、ログ管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対
するセキュリティの脅威に対し、脅威検出や
DDos対策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対
し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファ
イルの更新を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメ
ントクラウド運用管理補助者は、導入してい
るOS及びミドルウエアについて、必要に応じ
てセキュリティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有
するシステムを構築する環境は、インター
ネットとは切り離された閉域ネットワークで構
成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウ
ド運用管理補助者の運用保守地点からガバ
メントクラウドへの接続については、閉域ネッ
トワークで構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、
国及びクラウド事業者がアクセスできないよ
う制御を講じる。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴う特定個人情報
ファイルの取扱いプロセスに
おけるリスク対策の変更）
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年5月31日
Ⅳ　リスク対策（その他）
3.その他のリスク対策

（※新規追加）

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱
いについては、当該業務データを保有する地
方公共団体及びその業務データの取扱いに
ついて委託を受けるASP又はガバメントクラ
ウド運用管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーショ
ンの運用等に障害が発生する場合等の対応
については、原則としてガバメントクラウドに
起因する事象の場合は、国はクラウド事業者
と契約する立場から、その契約を履行させる
ことで対応する。また、ガバメントクラウドに起
因しない事象の場合は、地方公共団体に業
務アプリケーションサービスを提供するASP
又はガバメントクラウド運用管理補助者が対
応するものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場
合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係
者で協議を行う。

事前

重要な変更（システム刷新・
標準化に伴うその他のリス
ク対策の変更）
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